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評価時期：令和８年３月 

デジタル庁 戦略・組織グループ 

政策評価・行政事業レビュー担当 

 

評価書（総合評価方式） 

 
 

対象となる政策 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律第 86 号）に基づき、本評

価書では、下記政策 1 について、事後評価を行う。   

＜政策体系＞ 

 主要な政策 施策 

政策１ デジタル社会の形成に関する施策

の推進 

デジタル社会の形成に関する施策 

 

評価期間 

令和７年１月１日～12月31日 

 

評価の方針 

デジタル庁における事後評価は、基本的に行政事業レビューをもって代替することとし

ているところ、「政策評価に関する基本方針」（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定）は、政策

評価の方式について、「政策の特性等に応じて合目的的に、「事業評価方式」、「実績評

価方式」及び「総合評価方式」を始めとした適切な方式を用いる」べきとしている。 

デジタル庁は、その政策体系において、二つの「政策」を掲げているが、そのうちの一

つである政策１「デジタル社会の形成に関する施策の推進」を実現するための具体的な

方策、すなわち「施策」として、「デジタル社会の形成に関する施策」を置いている。 

なお、政策１に紐付く「施策」は、令和６年では、「準公共・相互連携分野のデジタル化

の推進」「マイナンバー制度の推進」及び「情報システム統一研修運営」の３施策としてい

たところ、令和７年の実行計画等の見直しにより、「デジタル社会の形成に関する施策」に

一本化している。 

この一本化された「施策」に包含される事務事業は、デジタル庁が実施する事務事業で

あって行政事業レビューシートの作成対象となるもののうち、政策２に包含される情報シ

ステムに関する事業を除く全てであるところ、これらの事業は、事業目的や効果の発現経

路が多種多様である。このため、これらの事業を包含する政策（施策）の評価に当たって

は、政策効果の発現状況や、効果の発現に至る因果関係などを、ロジック・モデルを適用

するなどの方法により様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握すると

ともにその原因を分析する総合評価方式を用いることとする。 

総合評価方式での評価を行う場合には、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（以

下「重点計画」）の記載も考慮して評価を行う。 
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評価の概要 

上記の方針のとおり、デジタル庁における事後評価は、行政事業レビューをもって代替

することとしており、評価の結果については、基本的に本政策（施策）のもとに包含される

各事業の行政事業レビューシートを参照されたい。 

行政事業レビューシートにおいて、「事業の目的」「現状・課題」「事業所管部局による点

検・改善」「所見を踏まえた改善点」等が記載されているところ、前記の各事業に係るレビ

ューシートについて、評価に関する記載を抜粋したものが表１である。 

評価を行う過程においては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」「デジタル人材

確保・育成計画」「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」等を使用し

た。 

また、学識経験を有する者から、本政策（施策）にかかる事業について、総論として下

記の意見を受けたところ。 

 定性的なアウトカムについては、定量的なアウトカムの設定を引き続き検討し、施策

の推進に努めること。 

 定量的なアウトカムについては、設定したアウトカム目標を達成できるよう、引き続

き、施策の推進に努めるとともに随時、見直しを行うこと。 

なお、前記「評価の方針」のとおり、総合評価方式で実施する政策１の評価について

は、重点計画の記載も考慮して評価を行っている。一例を挙げると、重点計画は「デジタ

ル社会の実現に向けての理念・原則」の一つに「構造改革のためのデジタル原則」を掲げ

ており、これは準公共各分野を横断したシステム間の相互運用性の確保を包含した概念

となっているところ、「準公共・相互連携分野デジタル化推進費」（政策１を構成する事業

の一つ）については、準公共分野全体で見た場合の健全な競争環境の確保等を課題と捉

え、これについての点検・改善状況を明確にするべく分析を行っている。 
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事業名 事業の目的 現状・課題 事業所管部局による点検・改善 所見を踏まえた改善点／概算要求におけ
る反映状況の詳細 

行政事業レビュー
シート掲載 URL 

マイナンバ
ー制度の推
進 

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性
向上と行政の効率化と併せて、より公平・公正な社会を実現する
もの。／安全で安心なデジタル社会を作っていくために、マイナ
ンバー制度において、個人を一意に特定するＩＤであるマイナン
バー、オンラインで確実な本人確認を可能とするマイナンバーカ
ード、行政手続のオンライン窓口となるマイナポータル、及び公
的給付の支給等の迅速かつ確実な実施が可能となる公金受取口座
登録制度の利活用を促進する。併せてマイナンバー制度の利活用
の促進のため、「誰一人取り残されない」という観点から、国民
に対して丁寧で分かりやすい広報を実施する。 

これまでは、マイナンバー制度及びマイナンバーカードの普及及び安全性等に関して
は、テレビ番組の放送や自治体向け各種リーフレットの配付など、積極的に周知・広報
行い、若年層及び高齢者の普及率向上を行うとともに、障がい者、外国人、高齢者等に
もわかりやすい広報を行ってきた。また、マイナンバー制度及びマイナンバーカードに
加え、公金口受取口座の登録や健康保険証利用の申し込みなどに関する質問等について
は、マイナンバー総合フリーダイヤル（コールセンター）によって対応を行っている。
／今後は、今まで同様の周知・広報を行っていくとともに、利用・活用に関する広報活
動を行っていく必要がある。 

アクティビティ 101（マイナンバー制度
及びマイナンバーカードの普及と利用促
進を強力に推進するために、メディアを
活用した広報、事業者向け、一般向け広
報資料の作成・配布、障害者向け広報資
料の作成・配布、コールセンターの運営
などの周知・広報活動を実施）の内容に
ついて、順調に推移している。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

マイナンバー制度の

推進 | 行政事業レビ

ュー見える化サイト 

RS システム 

情報システ
ム統一研修
運営費 

各府省庁は、政府デジタル人材（IT・セキュリティに関する一定
の専門性と、所掌事務に関する十分な知識・経験を有し、政策の
企画立案部局や事業実施部局等における DX や、IT ガバナン
ス、情報システムの開発・運用、サイバーセキュリティ対策、業
務改革（BPR）、データの利活用等に中核となって取り組む人
材）の計画的な確保・育成を図るため、各府省庁が策定するデジ
タル人材確保・育成計画（※）等に基づく取組を実施している。
デジタル庁は、これらの人材育成の取組に係る支援の一環とし
て、政府デジタル人材の育成等に資するため、情報システム統一
研修を実施。／ ※各府省庁は、政府機関におけるデジタル化の
推進や、情報システムの適切な開発・運用とサイバーセキュリテ
ィ対策及びこれらと一体となった業務改革（BPR）等の担い手と
なる人材の充実を、中長期的な計画の下で進めるため、組織規模
や所管する情報システムの実情を踏まえつつ、「デジタル人材確
保・育成計画」を策定・改定している。 

我が国では、デジタル技術の活用が求められる諸課題に対応するために必要な専門性や
業務経験を備えた人材が不足しており、政府部内における政府デジタル人材も不足して
いる。／管理職がデジタル改革の推進に向けたリーダーシップを適切に発揮できるよう
な取組や、AI の活用、業務改革（BPR）などを推進する必要がある。 ／官民の組織の
垣根を超えた人材の行き来の円滑な実施等に向け、技術的な知識を中心とした研修につ
いて、より客観的にスキルレベルを評価できるようにすることが必要 

受講者アンケートの結果等から、研修メ
ニューとして最新の技術動向を踏まえた
研修内容の提供を求める要望がみられる
ほか、研修等の見直しをはじめとして、
政府デジタル人材の確保・育成等の取組
を一層強化する必要がある。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

情報システム統一研

修運営費 | 行政事業

レビュー見える化サ

イト RS システム 

公金受取口
座登録業務
支援経費 

公金受取口座の登録の仕組みの実現 2025 年度以降は公金受取口座登録システムの事業にて予算要求・執行に伴い、2024 年
度をもって本事業単体での管理は終了とする。／※2025 年４月１日より金融機関及び預
金保険機構への委託業務開始。 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」

（2024 年 6 月 21 日閣議決定）にて掲げられて

いる誰一人取り残されないデジタル社会を実

現する観点から本事業は引き続き必要不可欠

と評価する。（2025 年度以降は事業自体を公

金受取口座登録システムに統合する。）本事

業では対面窓口のないデジタル庁に代わり身

近な金融機関に委託することで根拠法令「公

的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため

の預貯金口座の登録等に関する法律（令和 3

年法律第 38 号）」で定める公金受取口座の登

録の申請受付を実現する。（申請はそのほか

デジタル庁が提供する電子的なマイナポータ

ルにて受付する。） 

今後の事業において、本事業の知見を生
かした効率的・効果的な事業の実施、予
算の執行に努める。 

公金受取口座登録業

務支援経費 | 行政事

業レビュー見える化

サイト RS システム 

登記事項証
明書の添付
省略の推進
に係る調査
事業 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月 13 日
閣議決定）において、行政手続のデジタル化によって添付書面の
省略を推進することとされているところ、登記情報連携の仕組み
を活用することにより、登記事項証明書の添付省略を推進する。 

国の行政機関においては、登記情報連携の利用が進んでおり、多くの手続で登記事項証
明書の添付省略が実現している。地方公共団体においても、2024 年度には、21 団体に
おいて登記情報連携の利用が実現するとともに、2025 年度の利用拡大に向けて登記情報
連携の利用に係る地方公共団体向け説明会を実施した。今後、登記情報連携の利用対象
となる地方公共団体を更に拡大する必要がある。 

2024 年度のアクティビティを踏まえ、後
続のアクティビティに取り組んでおり、
順調に推移している。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

登記事項証明書の添

付省略の推進に係る

調査事業 | 行政事業

レビュー見える化サ

イト RS システム 

準公共・相
互連携分野
デジタル化
推進費 

各サービス提供者側の事情により、各分野において断片的・画一
的なサービス提供となっている準公共分野のデジタル化を推進す
ることにより、個人が複数のサービスを自らのニーズに応じて自
由に組合せ、自らの生活に合わせてデザインすることができるよ
うにする。 

関係者と連携して準公共分野のデジタル化を推進することにより、多様な利用者のニー
ズに柔軟に対応できる新たなサービスのための基盤を整備する役割を担う。重点計画に
おいて、準公共分野として 8分野、相互連携分野として 2分野が指定されているが、特
にデジタル庁の関与の効果が見込まれる「健康・医療・介護」、「教育」、「防災」、
「モビリティ」、「デジタルインボイス」、「企業間取引」に注力して取組を進める。
準公共分野全体を見た場合、市場が地域分割されている、ベンダと購買者間に情報の非
対称性が存在しているといった要因により、ベンダロックインが起こりやすくなるな
ど、健康な競争環境が作られていないという共通の課題がある。 

アクティビティについて、測定指標はお
おむね順調に推移している。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

準公共・相互連携分

野デジタル化推進費 

| 行政事業レビュー

見える化サイト RS

システム 

サイバーセ
キュリティ
対策等事業
費 

国家を背景とする組織によるものを含め、システムの脆弱性やバ
ックドア等を利用した高度な攻撃等によるセキュリティインシデ
ントが深刻化する中、デジタル庁においても、情報システムの設
計・開発段階を含めてセキュリティの強化を図ることは重要であ
る。／特に、刻々と進化するハッカーの手法に対抗するため、ハ
ッカーの思想も踏まえて企画から運用まで一貫したセキュリティ
対策を実施する考え方（セキュリティ・バイ・デザイン）に基づ
きシステムを開発・運用するとともに、運用・保守段階含めシス
テムの脆弱性を未然に発見・防止するなど、システムライフサイ
クル全体で対策を確実に実行することが重要である。／また、デ
ジタル庁が整備・運用するシステム対し、セキュリティポリシー
等に準拠して適切な運用が行われているか等の検証・監査や
CSIRT 要員への研修等によりセキュリティ確保に必要な体制を整
備する。 

社会全体へ浸透する DX や AI・量子技術等の進展により、サイバー空間を巡るリスクが
急速に変化する中、国家を背景とする組織による高度なサイバー攻撃が行われ、サイバ
ー攻撃により重要インフラが停止するなど、我が国の経済社会、国民生活及び安全保障
に及ぼす影響は深刻さを増しており、国民の生活や経済活動の基盤となる政府等の情報
システムにおける対策の重要性はますます大きくなっているところである。「誰一人取
り残されない人に優しいデジタル化」に向けて、デジタルを活用した良質な利用者体験
の実現と併せて、デジタル化の進展に伴う負の側面の影響を最小化することが必要であ
り、脅威が増大しているサイバーセキュリティの確保が求められている。 

アクティビティ①～③について、測定指
標は順調に推移している。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

サイバーセキュリテ

ィ対策等事業費 | 行

政事業レビュー見え

る化サイト RS シス

テム 

表 1 政策１に包含される事業に係る行政事業レビューシート（評価関連箇所抜粋） 
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デジタル
庁・各府省
共同プロジ
ェクト等の
支援に係る
調査研究費 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月 13 日
閣議決定）に基づき、デジタル庁においては、デジタル庁・各府
省共同プロジェクトや独立行政法人の情報システムに関するプロ
ジェクトに対し、伴走型支援を行うこととしているところ。／こ
うした状況の中、本施策は伴走型支援の一環として、各府省や独
立行政法人の具体的なプロジェクトが直面している課題に対し、
専門的な知見に基づく課題の調査や解決策の提案、解決策の実現
に向けたデジタル庁と関係機関等との調整等の支援を実施すると
ともに、得られた知見やノウハウ等について、他のプロジェクト
に横展開を行うことができるよう調査研究報告書の形で取りまと
めを行うものである。 

デジタル庁・各府省共同プロジェクトや独立行政法人の情報システムについては、構造
の刷新やコストの削減、共通機能の活用、クラウド化、UI・UX の改善などを促進する伴
走型支援を実施しているところ。／このような状況を踏まえ、デジタル庁・各府省共同
プロジェクトや独立行政法人の情報システムについて、各プロジェクトが直面する課題
に対して、専門的な見地に基づく課題の調査や解決策の提案、解決策の実現に向けたデ
ジタル庁と関係機関等との調整等の支援が必要な状況。 

- 引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

デジタル庁・各府省

共同プロジェクト等

の支援に係る調査研

究費 | 行政事業レビ

ュー見える化サイト 

RS システム 

トラストサ
ービスの普
及のための
基準改正検
討調査費 

Society5.0 の実現に向けて社会全体のデジタル化を進めるため
には、インターネット等における非対面での本人確認やデータの
真正性確保・改ざん防止等の仕組みが必須であり、被害額が年間
300 億円にも上るインターネット上の成りすまし被害等を防止す
るためにも、電子署名や電子委任状等のトラストサービスの重要
性が大きく高まっている。そのため、電子署名や電子委任状の法
的効力の明確化や関連する基準の見直し等による利便性の向上を
通じてこれらのトラストサービスの普及を促進することが、社会
全体のデジタル化のために必要不可欠である。さらに、このよう
なトラストサービスの国際的な相互運用性を確保していくこと
で、国際的な取引やデータ流通の一層の活性化が期待される。 

民間企業におけるトラストサービスの利用率は 2021 年 12 月時点でわずか約 25％にとど
まっており、その理由として、法的な効力に対する不安がある、そもそもサービスの存
在を知らない、といった課題も示されているほか、行政分野においても、厳格な本人確
認や真正性の担保が必要な手続はデジタル化の対象外となっているなど、トラストサー
ビスが十分に普及しておらず、これが社会全体のデジタル化のボトルネックとなってい
る。 

目標アウトプットとして設定していた電
子署名法のモダナイズ対応のための施行
規則等改正案および電子契約ガイドライ
ン案について、適切に作成した。 トラス
トサービスの普及率は 35%に上昇した。 

今後の事業において、本事業の知見を生
かした効率的・効果的な事業の実施、予
算の執行に努める。 

トラストサービスの

普及のための基準改

正検討調査費 | 行政

事業レビュー見える

化サイト RS システ

ム 

Trusted Web
実装等推進
事業 

様々な社会活動のデジタル化が進む一方、特定のプラットフォー
ムによるデータの囲い込みや勝者総取りによる富の偏在、データ
の取扱いに対する不安が問題となる中、インターネットにおける
新たな信頼の枠組みの構築（Trusted Web）に向けて、本事業を
通じて、具体的に解決される課題を「見える化」するとともに、
さまざまな産業分野におけるユースケースを創出し、 Trusted 
Web の具現化及び国際標準化、ひいては DFFT（信頼性のある自由
なデータ流通）の実現につなげる。 

2020 年 6 月のデジタル市場競争会議における「デジタル市場競争に係る中期展望レポ
ート」の提言を受け、DFFT の具現化も視野に、2020 年 10 月「Trusted Web 推進協議
会」が発足し、2021 年 3 月に、内外の様々な関係者と協力・連携していくため、
「Trusted Web ホワイトペーパーｖｅｒ1.0」がとりまとめられた。その後、事例の机上
検討を踏まえて Trusted Web のアーキテクチャーについて検討し、2022 年 8 月に
「Trusted Web ホワイトペーパーｖｅｒ2.0」へ改訂、2023 年 11 月には更なる検討を踏
まえて「Trusted Web ホワイトペーパーｖｅｒ3.0」へ改訂を行った。こうした取組を通
して、Trusted Web の実現に向けた考え方や論点を発信しているが、そのメリットにつ
いて、国内外のステークホルダー、特にユーザーとなる企業等の理解を更に広げていく
といった課題がある。 

定義したアクティビティに従い、有識者
会議での議論も踏まえてユースケースや
導入メリットを整理したほか、予想され
るリスクを統制するためのガバナンスを
検討するなど、必要なアクションに取り
組んでいる。 

今後の事業において、本事業の知見を生
かした効率的・効果的な事業の実施、予
算の執行に努める。 

Trusted Web 実装等

推進事業 | 行政事業

レビュー見える化サ

イト RS システム 

デジタル法
制推進に必
要な経費 

デジタル改革、規制改革、行政改革に通底する５つの原則からな
る「構造改革のためのデジタル原則」（①デジタル完結・自動化
原則 、②アジャイルガバナンス原則 、③官民連携原則 、④相
互運用性確保原則 、⑤共通基盤利用原則 ）を踏まえ、デジタル
時代にふさわしい政府への転換を進めていく。 

・現在までに、デジタル庁と規制所管府省庁が連携した技術検証、テクノロジーマッ
プ・技術カタログの整備・更新等を実施してきた。デジタル技術の進展等を踏まえた自
律的・継続的な規制の見直しを着実に実施するため、テクノロジーマップ・技術カタロ
グの技術情報の一層の充実や利便性の向上が引き続き必要。また、見直しにより活用可
能となった技術導入を促進するため、技術の情報・導入事例の情報を、現場に発信する
こと等が必要。／・これらの情報等も活用し、見直しを進めた結果、７項目のアナログ
規制に関する法令及び通知・通達等について、見直し作業が必要とされた 8,162 件のう
ち 7,983 件の見直しが完了（2025 年５月時点）。見直しが未了となっている残りの 179
件の規制についても、着実に見直しがなされるよう、引き続きフォローアップを行って
いく。／・社会全体のデジタル化を推進するため、国だけでなく地方公共団体において
も、アナログ規制の点検・見直しを一層促進することが必要。 

アクティビティ①～③について、短期・
長期とも測定指標は順調に推移している
（概算要求提出時点（令和７年８月末時
点）での記載）。 

いただいたご指摘を踏まえ修正。また、
引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

デジタル法制推進に

必要な経費 | 行政事

業レビュー見える化

サイト RS システム 

CIQ 手続効
率化推進事
業 

日本への入国に係る CIQ の手続（検疫、入国審査、税関申告）に
ついて、訪日外国人等の更なる増加が想定される中、諸外国にお
ける CIQ 手続の電子化・デジタル化、ワンストップ化の事例等を
把握し、それらの成功事例を取り込めるように諸外国の CIQ 手続
きの現状等について調査を行い、日本の CIQ 手続きの最適化を検
討していくもの。 

日本への入国等に係る CIQ 手続きについては、水際対策の効率的な実施と利用者の利便
性向上を図る観点から、デジタル庁は、令和 3年(2021 年)12 月より「Visit Japan 
Web」の運用を開始し、日本の CIQ 手続きとして定着しつつある。今後、インバウント
の拡大を含む観光立国の取組において、日本への入国等に係る一連の CIQ 手続（検疫、
入国審査、税関申告）の更なる利便性向上は喫緊の課題となっている。 

諸外国における CIQ 手続等のデジタル化
事例を把握し、Visit Japan Web の利用
を前提とした日本の CIQ 手続のあり方を
検討していくなかで参考にした。その結
果、Visit Japan Web の登録率 30％維持
に大きく貢献した。 

今後の事業において、本事業の知見を生
かした効率的・効果的な事業の実施、予
算の執行に努める。 

CIQ 手続効率化推進

事業 | 行政事業レビ

ュー見える化サイト 

RS システム 

民間ビジネ
スにおける
マイナンバ
ーカード利
活用促進事
業 

デジタル社会の早期実現に向けて、安全・安心な「デジタル社会
のパスポート」であるマイナンバーカードの利便性の向上を更に
推進する。 

マイナンバーカードの普及率が高まった現状において、国民の更なる利便性向上を図る
ため、マイナンバーカードの利活用シーンのさらなる拡大が求められる。 

本事業における課題の整理を実施 代表的な利用シーンに対する定量的なア
ウトカムの設定できるのではないかとい
うご指摘について、民間・行政における
マイナンバーカードの利活用拡大を図る
ための実証等であり、想定される代表的
な利用シーンのフィージビリティも含め
て事業の実証段階であるため、現時点で
定量的な目標の設定が困難と考えており
ます。また、引き続き、事業の有効性・
効率性・成果について適切かつ的確に検
証し、効率的執行に努めます。 

民間ビジネスにおけ

るマイナンバーカー

ド利活用促進事業 | 

行政事業レビュー見

える化サイト RS シ

ステム 
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医療費助
成・予防接
種・母子保
健等に係る
情報連携シ
ステム基盤
の構築事業 

マイナンバーカードの利用シーンを拡大し、令和 6年 12 月 2日
のマイナ保険証を基本とする運用への円滑な移行に向けてマイナ
ンバーカードの利便性を国民に早期に実感いただくために実施す
るものである。 

・国公費や地方単独の医療費助成について、医療機関等を受診等する際にマイナンバ
ーカード（マイナ保険証）とは別に、紙の受給者証を持参し提示する必要がある／・
予防接種や妊婦健診、乳幼児健診について、予診票・問診票を何度も手書きする必要
がある。また、健診結果や接種記録をタイムリーに確認することができない／・介護
保険について、被保険者、市町村、事業所等の間で介護保険被保険者証がやり取りさ
れており、効率的な業務となっていない 

PMH システムと連動するオンライン資格
確認システムについて、PMH 側で必要と
なる医療機関マスタの自動連係（自動更
新）を行うことや、患者がマイナ保険証
を利用した際に顔認証付きカードリーダ
ーに表示される画面において当該患者が
有する医療費助成の受給者証の種類を表
示するとともに個別選択を可能にするな
ど、PMH の全国展開に向けて必要な対応
を行った。また、令和 6年度は 400 自治
体が参加できるよう周知・協力依頼も含
め、様々な取組を行ったが、自治体シス
テム標準化の影響もあり、目標数には届
かなかった。令和 7年度は厚生労働省が
自治体向けの補助金を創設しており、令
和 8年度中に全国規模での導入ができる
よう、厚生労働省と連携して、取り組
む。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

医療費助成・予防接

種・母子保健等に係

る情報連携システム

基盤の構築事業 | 行

政事業レビュー見え

る化サイト RS シス

テム 

医療機関等
でのマイナ
ンバーカー
ドの利活用
推進事業 

本事業は、マイナンバーカードを利用するメリットを実感しても
らうため、公費負担医療や地方単独医療費助成の医療証や各医療
機関の診察券をマイナンバーカードに一体化させるなどの環境整
備を進めていくことを目的とする。 

令和 6年 12 月 2日のマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けてマイナ保険証
の利用を進める中、医療 DX におけるメリットを国民により実感していただくために、
マイナンバーカード一枚で医療機関に受診できることを目指しているものの、診察券が
残り続ける場合、以下の支障が生じ、マイナ保険証利活用促進の妨げとなるおそれがあ
る。／・ 患者がマイナンバーカードと診察券の２枚を所持するため一体化のメリット
を感じられない／・ 再来時の動線が「再来受付機→受付窓口のオンライン資格確認等
端末」という非効率なものとなる／・ 医療機関の事務負担は軽減されない 

マイナ保険証の利用率を向上させるた
め、補助金を制定し、多くの医療機関・
薬局がシステム改修を実施したが、予算
上、想定していた医療機関・薬局数には
届かなかった。 

今後の事業において、本事業の知見を生
かした効率的・効果的な事業の実施、予
算の執行に努める。 

医療機関等でのマイ

ナンバーカードの利

活用推進事業 | 行政

事業レビュー見える

化サイト RS システ

ム 

国・地方デ
ジタル共通
基盤の整
備・運用に
関する経費 

「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」
（令和６年６月２１日閣議決定）に基づき、デジタル行財政改革
会議の取組と連動して、国と地方公共団体が緊密に連携し、共通
SaaS 等の利用の促進など、国・地方デジタル共通基盤の整備・
運用を進めることで、人口減少社会において必要となる、公共サ
ービスのデジタル・トランスフォーメーション（DX）を進める。
／また、上記基本方針及び「国・地方ネットワークの将来像及び
実現シナリオに関する検討会 報告書」（令和６年５月公表）に
基づき、2030 年頃の国・地方ネットワークの将来像の実現に向
けて、国・地方での平時のコスト効率向上、レジリエンスの確
保、地方の負担軽減のため、 仮想化技術を活用しつつ、国・地
方の適切な役割分担の下、国が主体的に整備するネットワーク基
盤の共用化について検証するとともに、セキュリティの強化と利
便性を両立するため、地方のネットワーク上のシステムへのゼロ
トラストアーキテクチャの考え方の導入について検証する。 

急激な人口減少社会の中で、行政サービスを含め担い手不足が急速に深刻化している中
にあっても、質の高い公共サービスを維持し、更に国民の生活様式やニーズの多様化に
柔軟に対応していくためには、公共サービスの DX を進めていくことが不可欠である。
こうした問題意識の下、「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」
（令和６年６月２１日閣議決定）では、各府省庁による所管分野の BPR とデジタル原則
の徹底（タテの改革）と DPI （Digital Public Infrastructure）の整備・利活用と共
通 SaaS 利用の推進（ヨコの改革）による、国・地方デジタル共通基盤（※）の整備・
推進をすることとされており、デジタル庁を中心に、共通 SaaS に関する調査、初期段
階での業務の標準化を含む実証やシステム設計・開発・導入、共通仕様書の作成、普及
策の具体化を行うとともに、開発された共通 Saas 等が地方公共団体において活用され
るよう、地方公共団体と円滑なコミュニケーションを図り、現場の課題やニーズを把握
しつつ共通 Saas の普及拡大等を担う地方公共団体の支援窓口となる体制や、共通 Saas
導入の前提となる BPR 支援等を行う体制を強化することとされている。／（※）国及び
地方公共団体の一方又は双方が利用する、デジタル化を進めていく上での共通の基盤で
あり、マイナンバーカード等の国及び地方公共団体が共通して利用する DPI、官民でデ
ータを連携するために国又は地方公共団体が整備するデータ連携基盤を活用して国又は
地方公共団体が共通して利用できる SaaS（共通 SaaS）、クラウドやネットワーク等の
物理／仮想基盤等により構成される。／国・地方デジタル共通基盤のうち、ネットワー
クについては、「国・地方ネットワークの将来像及び実現シナリオに関する検討会 報
告書」（令和６年５月公表）の内容も踏まえ、上記基本方針において、国のネットワー
ク基盤を地方公共団体と共用することの可否の検討を行うこと、地方ネットワークにゼ
ロトラストアーキテクチャの考え方を導入するにあたり、調査・実証などに関し、国が
主体的に取り組む必要があることが示されており、2030 年頃の国・地方ネットワークの
将来像に向けて検証をはじめとする取組を着実に進めることが重要である。 

事業の進捗状況を踏まえたうえで、アク
ティビティやアウトカム等の見直しを行
った。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

国・地方デジタル共

通基盤の整備・運用

に関する経費 | 行政

事業レビュー見える

化サイト RS システ

ム 

各省庁等の
行政手続・
補助金調査
及び共通機
能展開支援
事業 

各省庁等の事業者向けの行政手続・補助金申請において、オンラ
イン化状況を適切に把握し、汎用的な電子申請システムである
e-Gov や J グランツ等の利用を推進することで、事業者向けの行
政手続等の電子申請対応を進めること。／また、各省庁の手続処
理システムにおいて、デジタル庁の開発する共通機能の認知を広
げ、共通機能の導入を進めること。 

各省庁等の行政手続・補助金申請においては、年間に数十万件規模のスケールメリット
が望める手続を除き、オンライン化が遅れており、依然として紙で申請が行われている
実態がある。共通機能についても、十分多くの手続処理システムには利用されておら
ず、重複した機能開発・運用が行われている。 

事業者向けの行政手続・補助金申請につ
いて、今年度も各省庁等のオンライン化
の状況を調査するため、その準備として
体制構築を開始した。電子申請に対応し
た事業者向けの行政手続等の種類数の向
上を目指して、まずはプロジェクトの円
滑な推進に向けた計画策定と管理を行
い、デジタル庁内の手続システムや共通
機能の確認、既存の調査結果の整理・分
析を通じて、調査・展開支援の対象とな
る機関や手続・補助金を特定する。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

各省庁等の行政手

続・補助金調査及び

共通機能展開支援事

業 | 行政事業レビュ

ー見える化サイト RS

システム 

政府による
AI 調達・利
活用等調査
事業 

政府内でも AI の活用が重要なテーマとなる中、政府内における
AI の安全、効果的かつ適切な利活用を推進すること。 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月 13 日 閣議決定）において
は、社会全体への AI 実装を促進し、生産性の向上やサービスの維持・強化を図るた
め、「行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン」に基づ
き、各府省庁への AI 統括責任者（CAIO）を設置するとともに、デジタル社会推進会議
に先進的 AI 利活用アドバイザリーボードを設置する等 AI のガバナンス・推進体制の
構築に取り組むことで、政府における生成 AI の利活用促進とリスク管理を表裏一体で
進めていくことが求められている。また、今後の政府における生成 AI の利用拡大を見
据えて、政府全体としての生成 AI システムの最適化を図る観点から、政府横断の AI シ
ステム形成等を検討する必要がある。 

本事業は、令和６年度補正予算の全額を
令和７年度に繰越しているものであるこ
とから、令和 6年度は事業の有効性や事
業の効果・効率性について評価出来な
い。 

外部有識者から提言のあった事項の改善
に取り組む。また、引き続き、事業の有
効性・効率性・成果について適切かつ的
確に検証し、効率的執行に努める。 

政府による AI 調

達・利活用等調査事

業 | 行政事業レビュ

ー見える化サイト RS

システム 
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産業用デー
タ連携推進
事業 

公平かつ競争力のあるデジタル経済の実現や産業データの有効活
用を通じた国際競争力の強化、（ドローン、自動運転をはじめと
した新たなモビリティサービス等）デジタルを活用した様々な技
術のサービス実装を実現するために、複数ロボットの分散協調運
行のための共通技術の改良を実施する。 

現在、産業用データ連携基盤のアーキテクチャは整備されつつあるが、そのアーキテク
チャが普及に適したものか、検証が必要な状況にある。サービスロボットの高度利用に
繋がる開発・実装を促進するため、複数モビリティ（サービスロボット等）間でのデー
タ交換を含めた協調制御技術の検討を行い、ハード・ソフトの仕様・ルール等を検討す
る必要がある。 

2025 年度開始事業のため、2024 年度の点
検・改善は不可。 

外部有識者から提言のあった事項の改善
に取り組む。また、引き続き、事業の有
効性・効率性・成果について適切かつ的
確に検証し、効率的執行に努める。 

産業用データ連携推

進事業 | 行政事業レ

ビュー見える化サイ

ト RS システム 

電子署名・
電子委任状
の利活用促
進事業 

事業者等が DX を進める際に必要となる電子署名等のトラストサ
ービスを普及することにより、成長力に資する国内投資促進に取
り組むための環境整備を進める。 

・電子署名法に基づく特定認証業務の認定基準について、法施行後、大きな改正が行わ
れておらず、近年の技術動向等に対応出来ていない。利用しやすい電子署名サービスの
幅を広げ、経済活動等のデジタル化を進めるために、認定基準の早急なモダナイズ化が
必要。／・これに限らず、経済活動等のデジタル化を進めるために、電子委任状等のデ
ジタル社会におけるトラストに関する取組についても推進することが必要。 

電子署名法令の改正等について、庁内外
の関係者や事業者との調整を踏まえ、よ
り慎重に技術的な検討等を行う必要が生
じたこと等から翌年度に繰り越して事業
を実施することとした。 

外部有識者から提言のあった事項の改善
に取り組む。また、引き続き、事業の有
効性・効率性・成果について適切かつ的
確に検証し、効率的執行に努める。 

電子署名・電子委任

状の利活用促進事業 

| 行政事業レビュー

見える化サイト RS

システム 

データ連携
促進に向け
たデータ標
準等整備事
業 

データの利活用・連携を推進するには、多様な主体が保有するデ
ータを、システムを跨いで利活用・連携できることが重要であ
る。本事業では、データに係る標準等の整備を行い、これが政府
情報システム及び官民のデータ連携基盤において参照されること
で、データの活用しやすさや相互運用性の向上、システム設計・
運用におけるコスト削減といった効果の実現を目指す。 

これまで、様々な主体がそれぞれでシステムを開発してきたことで、システム間におけ
るデータの相互運用性が不足しており、データの利活用・連携への課題となっている。
／このようなシステムのうち、政府情報システムにおいては、デジタル社会推進標準ガ
イドラインのデータ連携に関するドキュメントとして、政府相互運用性フレームワーク
の中で一定のデータモデルの構成の考え方を示してきたが、具体的な実装は道半ばであ
り、データ標準・連携のニーズに合わせたデータ標準の整備を進めることが求められ
る。／また、データ連携基盤については、様々な分野で検討・整備が進められている
中、データ連携基盤における相互運用性の確保や、安心してデータ連携基盤に参加でき
る機能・仕組みの整備が今後の課題となっている。 

2025 年度から問題なく事業が開始されて
いる。 

・定量的な目標を定めるにあたり、現在、GIF
は政府情報システムの整備にあたってデータ
モデル策定のための参照ドキュメントとして
留まり具体的な実装には至っていない段階で
あり、定量的な目標値の設定が困難な状況で
あることから修正不可の対応となります。現
在、政府情報システムにおけるデータ標準化
を加速させるため、政府情報システムでの
GIF 実装の可能性の調査、データ標準化のニ
ーズが高い準公共分野等の政府情報システム
における活用及び普及に向けた取り組みの検
討を進めているところ。これら取組を進めて
いく中で、ご指摘事項を踏まえ、引き続き定
量的なアウトカムを設定できるよう検討を続
けてまいります。・データ連携基盤における
データ連携・共有が活発に行われるために
は、データ連携・共有を行うコミュニティ等
における信用性・相互運用性を確保するため
の機能・仕組みが必要であるところ、信用
性・相互運用性の在り方や、どのようなデー
タ連携基盤やトラスト基盤によって信用性や
相互運用性を担保すべきかについて、引き続
き検討が必要であり、現時点で定量的な目標
値の設定が困難な状況であることから修正不
可の対応となります。ご指摘事項を踏まえ、
引き続き定量的なアウトカムを設定できるよ
う検討を続けてまいります。・データ連携・
共有が活発に行われることにより、デジタル
社会の重要な要素であるデータの活用、およ
びその効果の増大が期待されるところ、デー
タ連携・共有を行うコミュニティの実態把握
のための調査が必要であり、現時点で定量的
な目標値の設定が困難な状況であることから
修正不可の対応となります。ご指摘事項を踏
まえ、引き続き定量的なアウトカムを設定で
きるよう検討を続けてまいります。また、引
き続き、事業の有効性・効率性・成果につい
て適切かつ的確に検証し、効率的執行に努め
ます。 

データ連携促進に向

けたデータ標準等整

備事業 | 行政事業レ

ビュー見える化サイ

ト RS システム 

自治体のデ
ジタルサー
ビス実装に
向けた調査
研究事業 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月 13 日
閣議決定） に基づき、 Well-Being 指標活用推進に係る取組の
一環として、デジタル技術を活用した取組の更なる推進による地
方創生 2.0 の実現に向けデジタル実装の取組を推進する。 

自治体によるデジタル実装の取組は今後もさらに進んでいくが、サービス利用者である
住民の巻き込み方を考慮しないままサービス実装を行うなど、多くの自治体においてサ
ービス利用の実態を正確に捕捉のうえ分析することができていない現状にあり、実装し
たサービスの改善と更なる普及に課題を抱えている。 

予算を 2024 年度から次年度に繰越。2025
年度にて事業実施。 

いただいたご指摘を踏まえ修正。また、
引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

自治体のデジタル
サービス実装に向け
た調査研究事業 | 
行政事業レビュー見
える化サイト RS シ
ステム 
 

デジタル施
策に関する
広報経費 

・「誰一人取り残されないデジタル社会の実現」に向け、デジタ
ル行政サービスを促進する。／・デジタル行政サービスを促進す
るにあたり、社会のデジタル化に適応することに一定のためらい
等が存在し、デジタル行政サービスに対する信頼度また満足度も
高くない状況にある。そのため、デジタル庁の取り組みによって
どのように社会生活がポジティブに変化するのかを、正確かつわ
かりやすく国民に伝え、ためらい等を払拭する必要がある。その
ために、デジタル庁の取組にこれまで興味関心がなかった方にも
訴求できるよう、短時間で多くの情報を伝えられる動画制作およ
びオフライン/オンライン広告による発信の事業を行う。 

・デジタル庁は、国民に対する政策・サービスの正確な情報提供の強化に取り組んでい
るが、令和６年度の意識調査によれば、多くの国民が、社会のデジタル化への適応に
「ついていけていない」と回答しており、また、デジタル行政サービスへの信頼度・満
足度の向上についても改善の余地がある。／また、生活者の認知手段としては依然「テ
レビ」が主流である中、生活者は「インターネットでの情報発信」や「世代に応じた発
信」を求めており、既存の広報手法だけでは十分な対応が難しい状況にある。こうした
情報格差と受信者ニーズの乖離が、行政広報の到達度と効果に課題を生んでいる。／・
令和６年 12 月２日に健康保険証の新規発行が停止されたほか、令和７年３月にマイナ
免許証の運用が始まるなど、デジタル行政サービスの利用を推進する必要性が高まって
いる。一方で、社会のデジタル化やデジタル行政サービスの意識調査の結果、社会のデ
ジタル化に適応できていると回答した方の割合は 29.8％となった。 

- 引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

デジタル施策に関す

る広報経費 | 行政事

業レビュー見える化

サイト RS システム 
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経済協力開
発機構拠出
金 

OECD は、経済・社会等多岐にわたる分野において、国際的なス
タンダードやルールの形成、加盟国間の相互審査（ピア・レビュ
ー）、情報・ノウハウの交換、非加盟国・地域への協力といった
活動を実施。我が国は 1964 年の加盟以来、これら活動に積極的
に参加するとともに、これらから多くの知見を得て、我が国の経
済・社会分野の政策策定に活用してきている。／本事業では、任
意拠出金を活用し、戦略的かつ機動的にこれらに関与することに
より、日本にとって好ましい国際経済環境を創出する。主要な活
動としては、2014 年に日本が立ち上げを主導し本年 10 周年を迎
えた「東南アジア地域プログラム」があり、日本企業も多数進出
し世界経済の成長センターたる東南アジア地域において、域内諸
国のビジネス環境の改善を促すことにより日本企業の活動環境の
改善に資する他、我が国のプレゼンス拡大も見込める。 

昨今の国際情勢において、自由、民主主義、市場経済などの「共通の価値」に基づき加
盟国が連携する OECD は、その重要性を増している。OECD には現在 38 か国が加盟してお
り（https://www.oecd.org/about/）、各加盟国が分担金を負担することによりその活
動が支えられている。我が国は米国に次ぐ第 2位の分担金負担国として、OECD における
存在感を維持し、経済・社会等の多岐にわたる分野において我が国に有益なルールメイ
キング等を主導することを通じ、OECD を活用した外交を展開していく。／ 現状、OECD
にアジアから加盟している国は、2か国（日本、韓国）のみであり、アジア太平洋地域
における数少ない OECD の海外地域事務所である OECD 東京センターを通じて、任意拠出
金を活用した日本が優先する OECD のアウトリーチ活動の支援を実施し、東南アジア諸
国等に OECD のルール・スタンダードを普及し、上記事業目的の達成を図る。 

個別プロジェクトの形成段階から、我が
国としての立場をプロジェクトに反映さ
せるべく OECD 事務局と協議を行ってお
り、任意拠出金の効果的・効率的な執行
に努めている。「東南アジア地域プログ
ラム（SEARP）」は、日本企業が多数進出
しており、世界経済の成長センターたる
東南アジア地域における我が国のプレゼ
ンス強化及び日本企業の活動環境の改善
にとって重要であるが、OECD による東南
アジアへのアウトリーチの拠点として活
動する OECD 東京センターも活用しなが
ら、東南アジア諸国の OECD への関与を高
めるプロジェクトに重点的に拠出してい
る。 

引き続き適切かつ効率的な事業実施に努
めるとともに、事業実施に必要な経費を
要求する。 

経済協力開発機構拠
出金 | 行政事業レビ
ュー見える化サイト 
RS システム  

人事管理業
務のデジタ
ル化推進に
必要な経費 

■非常勤職員の給与支給業務における最適化に向けた調査研究業
務／本事業において、現状・課題に記載されている問題①～問題
②の 2点の問題を解決するため、次の 3 点の業務分析を行い、原
因を突き止め、取りうる対策を列挙しその優先順を設定する（対
策の一つとして、システム導入も候補とする）。 ／具体的には
以下とする。 ／（１）業務の可視化と分析 ／（２）あるべき業
務の設計 ／・給与計算に係る申請管理 ／・給与・賞与明細、源
泉徴収、年末調整などのデータ管理 ／・マイナンバーのデータ
管理 ／（３）給与計算業務を行う上での理想的な役割・体制の
検討 ／／／■雇用保険/社会保険事務の外部委託／雇用保険事務
及び社会保険事務については、雇用保険法、厚生年金保険法、共
済組合法、退職手当法、給与法、所得税法、人事院規則など関連
法令の条項が 1,000 を超えており、複雑な業務内容となってい
る。／また、デジタル庁には週 1～週 5の勤務日数、1時間～7
時間 45 分の 19 の勤務時間があり、デジタル庁以外での複数勤務
者もあるため、業務をより複雑にさせている。加えて、当面
1,500 名規模の組織（令和 6 年 6月 21 日閣議決定）とすること
を目安として体制整備を行う旨の閣議決定がなされており、今後
これら業務の対象となる職員数が増加予定である。／業務に係る
高度な専門知識が必要なこと、膨大な手続きを期日内に行う必要
があることから、限られた体制での実施が困難な状況にあり、社
会保険労務士法人に当該業務を委託することで適切な業務遂行と
デジタル庁の人員体制の拡充に合わせた柔軟な対応を期待する。 

■非常勤職員の給与支給業務における最適化に向けた調査研究業務／デジタル庁は、デ
ジタル社会の実現に向けて、当面 1,500 名規模の組織（令和 6年 6 月 21 日閣議決定）
とすることを目安とし体制整備を進めているところ、現在 1,000 名を超える職員のう
ち、半数以上が非常勤の国家公務員（以下、非常勤職員）を占め、その割合は今後も増
加する見込みである。 ／そのような組織構成において、非常勤職員における給与計算
業務（※）を行う上で、以下の 2点の「業務の複雑さ、非効率さ」を抱えており、適正
な給与支給を行うために、必要以上の工程や工数を費やしている。今後の非常勤職員の
増加に応じて、給与計算の品質の低下を招く可能性がある事から、これらの問題の解決
は急務である。 ／（１）担当者の高い作業負荷 ／（２） 給与担当者における作業ミ
ス（ヒヤリハット含む） ／本調査・研究では、上記の課題解決にむけて、現状の業務
の可視化および最適な業務概要の設計、業務の BPR の検討を目的とする。 ／※デジタ
ル庁での非常勤職員の給与計算業務とは、昭和二十五年法律第九十五号 一般職の職員
の給与に関する法律の常勤を要しない職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に
適用される給与計算業務を云う。／／／■雇用保険/社会保険事務の外部委託／上記の
とおりデジタル庁では当面 1,500 名規模の組織とすることを目安とし体制整備を進めて
いるところ、現在 1,000 名を超える職員のうち、半数以上が非常勤職員であり、その割
合は今後も増加する見込みである。／そのような組織構成において、複雑な非常勤職員
に係る雇用保険及び社会保険に係る事務を遅滞・遺漏なく行う必要がある。 

現状、各府省庁の国家公務員が行う、給
与支給や雇用保険/社会保険業務をはじめ
とする定常的業務を極力外部化し持続的
に運用を行うことで、行政組織全体の人
的リソースを関係間調整や企画業務に注
力できるようになる姿を実現し国家行政
全体の事業の有効性を確保すること、を
目的とし、外部化に係るノウハウを有す
る職員が多く在籍するデジタル庁におい
てその先駆けとなる役割を果たす。 

引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

人事管理業務のデジ

タル化推進に必要な

経費 | 行政事業レビ

ュー見える化サイト 

RS システム 

法人共通認
証基盤（G
ビズ ID）広
報事業 

事業者等（法人・個人事業主を含む。）が様々なサービスにログ
インできる認証機能である法人共通認証基盤（ＧビズＩＤ）につ
いて、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月
１３日閣議決定）において、原則すべての行政手続で採用すると
いう従来方針を継続し、各府省庁と連携して接続システム数の増
加を図る。また、デジタル公共インフラの１つと位置づけその利
用拡大を進めていく。 

サービスの運用開始後、利用者数は着実に増加している一方、現在の取得率は約２３％
にとどまっている。過去に実施したアンケート等においては、サービスを認知している
方のうち６割は既にアカウント取得をしているものの、現時点での認知率は１４％にと
どまり、まずは認知率の向上を進める。 

適切な成果目標を設定し、達成度につい
ても確認し随時改善に努めており、効果
的かつ効率的な執行を行う。 

事業開始後、事業の有効性・効率性・成
果について適切かつ的確に検証し、効率
的執行に努める。 

法人共通認証基盤（G

ビズ ID）広報事業 | 

行政事業レビュー見

える化サイト RS シ

ステム 

生成 AI 評価
用データセ
ットの作成
及び公開 

令和７年６月 13 日に閣議決定された重点計画では、「社会全体
への AI 実装を促進し、生産性の向上やサービスの維持・強化を
図るため、今通常国会において成立した「人工知能関連技術の研
究開発及び活用の推進に関する法律」に基づき、AI の社会での
活用に向けた政府の体制整備を円滑に実施するとともに、政府が
率先して安全・安心な AI 活用を進める。これまでデジタル庁を
中心に実施されてきた生成 AI の検証事業や「AI アイデアソ
ン・ハッカソン」等によるユースケースの掘り起こし結果等を踏
まえ、同庁の内部開発を更に加速させるための環境を整備した上
で、同庁の内部開発により政府等における AI 基盤（ガバメント 
AI（仮称））を構築するとともに、AI 利活用に資する政府保有
データの整備・普及を行う。」としています。政府が保有するデ
ータを活用して評価用データセットを整備・公開することで、国
内外において、公平かつ透明にモデル性能を比較できる環境を提
供し、政府等においては、生成 AI の調達において当該評価用デ
ータを使用し、適切な生成 AI の選定を行える環境を整備しま
す。 

現在、日本語に関する高品質な評価データが不足しており、特に法令や行政文書など日
本固有の情報に基づく AI 評価が困難です。既存のデータは量的には豊富でも、日本特
有の情報が不足しており、日本で使用する上での生成 AI の性能を正確に測定すること
が難しい状況です。また、専門的な知識を要するデータ整備には人的・技術的なリソー
スが必要であり、継続的な取り組みが求められています。 

- 事業開始後、事業の有効性・効率性・成
果について適切かつ的確に検証し、効率
的執行に努める。 

生成 AI 評価用データ

セットの作成及び公

開 | 行政事業レビュ

ー見える化サイト RS

システム 

電子署名の
利活用促進
等業務 

事業者等が DX を進める際に必要となる電子署名等のトラストサ
ービスを普及することにより、成長力に資する国内投資促進に取
り組むための環境整備を進める。 

・電子署名法に基づく特定認証業務の認定基準について、認証業務用設備にクラウド
HSM 等のクラウドサービスを利用することが考慮されておらず、近年の技術動向等に対
応出来ていない。利用しやすい電子署名サービスの幅を広げ、経済活動等のデジタル化
を進めるために、認定基準の早急な見直しが必要。／・これに限らず、経済活動等のデ
ジタル化を進めるために、電子署名等のトラストサービスの普及啓発に関する取り組み
についても推進することが必要。 

- 事業開始後、事業の有効性・効率性・成
果について適切かつ的確に検証し、効率
的執行に努める。 

電子署名の利活用促

進等業務 | 行政事業

レビュー見える化サ

イト RS システム 
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耐量子計算
機暗号
（PQC）への
移行に係る
調査検討業
務 

量子計算機技術等の進展が見込まれる将来においても、電子署名
法に基づく特定認証業務に関する認定制度の円滑な実施を図るた
めに必要な対策を講じる。 

量子計算機技術の進展に伴い、現行暗号の一部の危殆化が懸念されている。電子署名法
に基づく特定認証業務においても危殆化が懸念される暗号技術を利用しており、特定認
証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、暗号移行方針の策定が必須であ
る。 

- 事業開始後、事業の有効性・効率性・成
果について適切かつ的確に検証し、効率
的執行に努める。 

耐量子計算機暗号

（PQC）への移行に係

る調査検討業務 | 行

政事業レビュー見え

る化サイト RS シス

テム 

窓口 BPR ア
ドバイザー
派遣事業 

本事業では、自治体における「書かないワンストップ窓口」を実
現することで、自治体窓口の「誰一人取り残されない、人に優し
いデジタル化」の実現を目指す。／具体的には、デジタル３原則
（「デジタルファースト」「ワンスオンリー」「ワンストッ
プ」）の考え方に基づき、窓口業務とともにバックヤード業務ま
でを自治体が自ら業務改革（ＢＰＲ）を行い、保有情報やマイナ
ンバーカード等のデジタルの力を最大限活用することで、「書か
ないワンストップ窓口」（「書かない」「待たない」「回らな
い」）を実現し、行政サービスを享受する住民、行政サービスを
提供する自治体職員、双方の課題の解決を図る。 

業務改革が進んでいない多くの自治体窓口では、行政サービスを享受する住民、行政サ
ービスを提供する自治体職員のそれぞれが課題を抱えている。／手続を行う住民が抱え
る課題として、「何度も同じ項目を書かされる」「都度、窓口で待たされる」「複数の
窓口に回される」などがあり、自治体職員が抱える課題には、「申請書ごとに記入方法
の説明が求められる」「記入内容の確認作業が多岐に渡る」「業務の複雑化に伴い、業
務が属人化する」などがある。 

デジタル庁が窓口 BPR アドバイザー派遣
事業を行うことで、先行自治体の窓口業
務改革に係るノウハウ・知見を効率的に
横展開し、住民の待ち時間や手続きに要
する時間と、職員の窓口対応に要する時
間の削減を図るとともに、窓口業務のデ
ジタル化に資する窓口 DXSaaS の導入につ
なげることができる。 

事業開始後、事業の有効性・効率性・成
果について適切かつ的確に検証し、効率
的執行に努める。 

窓口 BPR アドバイザ

ー派遣事業 | 行政事

業レビュー見える化

サイト RS システム 

Visit Japan 
Web の利用
促進のため
の周知等に
係る経費 

訪日旅行者に Visit Japan Web を安定的に利用していただけるよ
う、その認知度を高めるための取組を国内外で効果的に行うため
の経費 

日本への入国等に係る CIQ 手続については、水際対策の効率的な実施と利用者の利便性
向上を図る観点から、デジタル庁は、令和 3年（2021 年）12 月より「Visit Japan 
Web」の運用を開始し、日本の CIQ 手続として安定的に利用されている。／他方で、訪
日外国人旅行者向けの消費税免税制度（輸出物品販売場制度）の改正など、Visit 
Japan Web を取り巻く環境に変化が生じてきており、そのような環境の変化の中であっ
ても Visit Japan Web が安定的に利用される必要がある。 

Visit Japan Web の利用促進のために
は、航空会社等に対する周知活動等が必
要であり、活動・成果目標等の実現状況
を見つつ、必要な改善を図ることとす
る。 

いただいたご指摘を踏まえ修正。また、
引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

Visit Japan Web の

利用促進のための周

知等に係る経費 | 行

政事業レビュー見え

る化サイト RS シス

テム 

国際協力実
証費（日本
及びベトナ
ムにおける
現地セミナ
ーの開催） 

日本国内閣官房及び総務省とベトナム国首相府は、行政改革を推
進するため、電子政府の分野における協力関係を構築するべく、
令和元年（2019 年）8月に協力覚書を締結した。同覚書では、具
体的な協力分野として、（１）電子政府の法的及び組織的枠組み
の構築並びにその他のベストプラクティスに関する知見の共有、
（２）中央省庁における IT マネジメント及び電子政府情報シス
テムの利用に関する能力向上を挙げており、協力方法として、
（１）専門家及び訪問団の相互派遣、（２）セミナー、会議及び
研修の実施を掲げている。／これらの事業を通じて、ベトナム国
の電子政府分野における法的及び組織的枠組みの構築を進展させ
るとともに、現地職員の能力向上を図り、ひいてはアジア諸国に
おける日本のプレゼンス向上を企図するもの。 

ベトナム政府は行政改革の一環として電子政府化を推進しており、平成 30 年（2018
年）8月には首相を委員長とする「電子政府国家委員会」を設置した。電子政府の推進
に向け、安全保障の観点から、信頼性のある日本からの支援を求めていたことから、協
力覚書の締結に至ったものである。 

令和 2年（2020 年）に発生した新型コロ
ナウイルスの影響で、海外渡航や行動に
制限がかかったことから、その後ベトナ
ムとの間で具体的な実施に向けた協議が
進展せず、2024 年度で終了。 

令和 2年（2020 年）に発生した新型コ
ロナウイルスの影響で、海外渡航や行動
に制限がかかったことから、その後ベト
ナムとの間で具体的な実施に向けた協議
が進展せず、2024 年度で終了。 

国際協力実証費（日

本及びベトナムにお

ける現地セミナーの

開催） | 行政事業レ

ビュー見える化サイ

ト RS システム 

Ｗｅｂ３．
０の推進に
向けた環境
整備 

事業の目的／ブロックチェーン技術を基盤とする NFT（非代替性
トークン）や DAO（分散型自律組織）等のイノベーションによ
り、中小・小規模企業や個人であっても、グローバル市場と直結
することで、グローバル水準の高い価格設定ができる可能性があ
る。こうしたイノベーションが到来していることを踏まえ、
Web3.0 の推進に向けた環境整備を進める。 

デジタル社会においては、デジタル技術の応用によるユーザーの利便性増大や我が国産
業の国際競争力の強化のため、デジタル関連技術の研究開発が重要であるところ、現
状、分散台帳技術を用いたデジタル資産の市場が、急速に拡大し、新たな経済のフロン
ティアとして注目されている。一方、暗号資産の漏洩や障害、詐欺による消費者被害、
海賊版による権利者の被害、資金洗浄やテロ支援への悪用などの事例も報告されてお
り、その対応が課題となっている。 

点検結果 Web3.0 に関する調査研究事業に
ついては、技術的進展や制度整備の状況
を踏まえ、より効果的かつ持続可能な活
用方針を検討する必要があると判断しま
した。そのため、2024 年度に措置された
予算については、拙速な執行を避け、社
会情勢を注視しつつ、2025 年度の実施に
向けた戦略的な再設計を行っておりま
す。 

いただいたご指摘を踏まえ修正。また、
引き続き、事業の有効性・効率性・成果
について適切かつ的確に検証し、効率的
執行に努める。 

Ｗｅｂ３．０の推進

に向けた環境整備 | 

行政事業レビュー見

える化サイト RS シ

ステム 

デジタル社
会推進標準
ガイドライ
ンの改定 

デジタル庁は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」におい
て、政府情報システムの整備及び管理に関する共通ルールである
デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン等の改定を行うこと
とされている。本事業は、こうしたガイドライン等の策定・改定
に向けた検討に必要となる政府情報システムに関する調査、分
析、評価等の業務を実施するものである。 

年間を通じて標準ガイドライン群の策定・改定を予定しており、そのための内部検討会
等の開催、各省への意見照会・協議を実施を実施する必要がある。 

毎年の標準ガイドライン群文書の改定を
実施しており、適切に実施できているも
のと判断。 

外部有識者から提言のあった事項の改善
に取り組む。また、引き続き、事業の有
効性・効率性・成果について適切かつ的
確に検証し、効率的執行に努める。 

デジタル社会推進標

準ガイドラインの改

定 | 行政事業レビュ

ー見える化サイト RS

システム 

オンライン
市役所サー
ビスの推進
に関する検
討経費 

「オンライン市役所サービス」の推進に係る施策として、国民の
利便性の向上を図る観点から、引越し等の行政手続のオンライ
ン・デジタル化を推進する。 

現状、その他の行政手続オンライン化の実装は進んでいるものの、死亡に関する手続の
オンライン化はできていないため、今年度、実証等によりフィージビリティを確認す
る。 

アクティビティ 102 について順調に進ん
でいる 

定量的なアウトカムの設定を引き続き検
討すべきとご指摘いただいた、成果目標
「窓口での手続負担の軽減等による行政
手続の利便性の向上」については、死亡
診断書等のオンライン交付等の実現する
ための環境整備に係るものであり、死亡
に関する手続のオンライン化はできてい
ないため、今年度、実証等によりフィー
ジビリティを確認することとしておりま
す。死亡に関する手続のオンライン化の
環境整備（実証等によりフィージビリテ
ィを確認する段階）であるため、定量的
な目標の設定は現時点で困難と考えてお
ります。また、引き続き、事業の有効
性・効率性・成果について適切かつ的確
に検証し、効率的執行に努めます。 

オンライン市役所サ

ービスの推進に関す

る検討経費 | 行政事

業レビュー見える化

サイト RS システム 
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公金受取口
座登録制度
広報事業 

公金受取口座の登録の仕組みの実現 2025 年度以降は公金受取口座登録システムの事業にて予算要求・執行に伴い、2024 年
度をもって本事業単体での管理は終了とする。／※2025 年４月１日より金融機関及び預
金保険機構への委託業務開始。 

－ － 公金受取口座登録制

度広報事業 | 行政事

業レビュー見える化

サイト RS システム 

地方公共団
体情報シス
テム運用最
適化支援事
業 

本事業は、国の支援の下、地方公共団体が「地方公共団体情報シ
ステム運用最適化計画」を策定するとともに、計画に基づき実施
する運用最適化を図るための事業（運用経費を含む。）を補助す
ることにより、一時的に増加している運用経費の抑制・適正化を
含めた運用の最適化を図ることを目的とする。 

地方公共団体情報システムの標準化について、原則 2025 年度末の移行期限に向けて、
各地方公共団体における移行作業が進捗しているが、移行後のシステム運用経費につい
て大幅な増加が懸念されている。デジタル庁では、地方公共団体の御意見も伺いなが
ら、2025 年６月に「自治体情報システムの標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経
費に係る総合的な対策」をとりまとめ、本対策に基づき運用経費の抑制・適正化を図っ
ているが、本対策に基づく各種施策を講じてもなお一時的に増加する運用経費について
更なる対応が必要な状況。 

－ － 地方公共団体情報シ

ステム運用最適化支

援事業 | 行政事業レ

ビュー見える化サイ

ト RS システム 

オンライン
における適
切な代理申
請の実現・
普及に向け
た検討業務 

オンラインの申請手続き等における委任関係等の確認に必要な手
続の共通化を推進し、電子化や自動化により実際の確認事務に係
るコストが軽減又は不要となることで、企業や行政機関等の省力
化が実現されることを目指す。 

法人向けの申請手続においては、法人の代表者が従業員や行政書士等に権限を委任して
代理申請を行う場面が多い。近年、詐称などの脅威となる技術の高度化や関係法令の改
正等により、本人確認や資格確認等の厳格化が求められているが、本人確認に関するガ
イドラインは改定が行われている一方で、代理申請に際して必要となる確認・検証をど
のように行うべきかについては整理されておらず、自治体等において適切な代理申請手
法の整理・具体化が求められている。 

－ － オンラインにおける

適切な代理申請の実

現・普及に向けた検

討業務 | 行政事業レ

ビュー見える化サイ

ト RS システム 

電子的な属
性証明の活
用推進にお
ける要件等
の策定業務 

各種証明書（身分証明書、資格証明書、その他の属性証明書等）
のデジタル化において、VC（ベリファイアブル・クレデンシャ
ル）・DIW（デジタル・アイデンティティ・ウォレット）を用い
た電子化及び高度化を実現することで、検証可能・機械処理可能
な形式での証明書発行・提供を可能とし、行政手続のデジタル完
結や官民でのデータ利活用等を推進する。 

証明書等のデジタル化において、現在主流の PDF 等による発行・提供方式では、文書の
編集・偽造が容易であり、なりすましリスクが高いという課題がある。また、人の目視
確認は可能だが機械による自動データ処理ができない構造となっており、AI 等を用いた
データの利活用にも課題がある。 

－ － 電子的な属性証明の

活用推進における要

件等の策定業務 | 行

政事業レビュー見え

る化サイト RS シス

テム 
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※＜デジタル社会の実現に向けた重点計画（関係部抜粋）＞ 

第 1 目指す社会の姿、取組の方向性と重点的な取組 

４．取組の方向性と重点的な取組 

我が国が直面する人口減少・労働力不足の中で、極力不要な人手を介さない、無駄・不便を生み

出さないといった、需要側・供給側の双方にとって便利で良質な体験が得られるようにするため、「構

造改革のためのデジタル原則」等を徹底し、政策の企画・立案段階から、制度・業務・システムを一

体として捉えた検討を行い、「三位一体」で取組を推進することにより、デジタル化のメリットを実感で

きる分野を着実に増やしていく。 

（３）競争・成長のための協調 

③ 国の情報システムの最適化  

国の情報システムについては、個別に開発・運用することは極力避け、情報システムの共通

化・標準化を基本とし、既成の SaaS を可能な限り活用することを徹底する。デジタル庁は、共通

で利用できる機能の部品化を進め、共通機能、API、SaaS のカタログを整備するとともに、ガバメ

ントクラウドを活用した情報システムの効率的な活用を支援する。 

2024 年臨時国会で成立した「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」の一部改

正法により、国以外の機関（地方公共団体、独立行政法人、民間公共 SaaS 事業者等）のガバメ

ントクラウド利用料についてデジタル庁が納付を受けた上で、一括支払を行うことが可能となった。

ガバメントクラウドの活用は、災害発生時の行政機能の継続等のレジリエンスの確保やセキュリ

ティの確保等に資する観点からも重要であり、国及び国以外の機関の利用料を合算した上での

大口割引（ボリュームディスカウント）等により、国、地方公共団体、独立行政法人等の情報システ

ムのガバメントクラウド利用を着実に進めていく。また、公共情報システムの開発に際して、ガバメ

ントクラウドを利用する機関の費用負担の抑制に資することを前提に、国が、開発者向けの環境

をガバメントクラウド上で提供することで、開発時からデジタル庁がセキュリティ確保のための統制

をきかせた上で迅速かつ安定的な開発ができる環境を用意することを検討する。 

GSS についても、各府省庁のネットワーク更改等を契機に、引き続き導入を進めていく。また、

政府内で共通した職員認証、旅費、物品、公文書管理、人事管理、公共工事の電子入札などに

関する府省共通システムについても、重複投資を避け、政府内での効率的な整備・運用に取り組

んでいく。 

デジタル庁及び各府省庁は、令和７年度までの運用等経費等の３割削減目標の実現をはじめ

としたコスト削減と費用対効果の最大化に向けて、引き続き、最大限に取り組む。このため、以下

の具体策を進める。 

• ３割削減の進捗状況において削減実績が十分でない府省庁について、PMO 機能を強化しつ

つ、デジタル庁が案件の優先順位を精査するなど、重点的に対策する• ３割削減の目標年度

（令和７年度）において、デジタル庁は、予算執行段階レビューを厳格に行う。また、予算要求

前レビュー結果は、財務省の予算編成においても一層活用する。デジタル庁が積算根拠及び

費用対効果の妥当性を確認できない状況では、原則、各府省庁は、当該案件に係る予算要

求・執行を行わない。 

• デジタル庁のクラウドサービスに関する専門知見を活用し、各情報システムのガバメントクラ

ウドの利用検討と最適化した上での移行を推進する。 

• 各情報システムのライフサイクルでの費用対効果の可視化を徹底する。特に行政事務の効

率化効果の発現状況まで可視化することを開始し、予算配分の見直しにも活用していく。 


